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[はじめに] 

本格的な人口減少、少子高齢社会の到来、村民ニーズの高度化・多様化など社会

経済情勢の変化に一層適切に対応していく行財政運営が求められており、令和３年

３月に「第７期行財政改革大綱」を策定いたしました。 

第７期行財政改革大綱に基づき、令和３年度から令和７年度までの５年間におい

て事務事業見直しを進めてまいります。 

なお、本計画の取組にあたっては、社会経済情勢の変化や法令改正等を踏まえ、

適宜補完しながら、時代の変化に対応できる事務事業の展開を図ってまいります。 

 

[計画期間] 

事務事業見直し方針は、令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間とし

ています。 

 

[計画の進め方] 

事務事業見直し方法の取組項目については、所管課はもとより、横断的な連携も

図りながら、全庁をあげて取組を進めてまいります。 

また、取組項目を補完するため、総務課において所管課や各係へのヒアリング等

を実施するなど、適宜改善に努めてまいります。 

さらに、課題等の洗い出しと、課題等に対する解決策を計画に掲げ、事務改善委

員会において進行管理を行いながら具体的に推進します。 

 なお、重要な事業の見直し等については、必要に応じ、行財政改革推進本部で決

定します。 
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[事務事業の整理・合理化に繋げるための取り組み] 

１．前計画からの継続取組 

（１）使用料及び各種証明手数料の見直しについて 

①経過と現状 

H28～R2期間中において、使用料及び各種証明手数料等、各課で調査検討を行い

個別事業ごとに見直しを行いましたが、検討委員会を設置しての全庁的な見直しは

行えませんでした。 

②取組み項目 

検討委員会等を設置し、他市町村の状況を調査・検討しながら見直します。緊急

を要する見直しが必要な個別事業については、柔軟に対応し随時見直しを行います。 

年度 事業 備考 

令和３年度

から 

・検討委員会等の設置 

 

・情報収集 

①デジタル化に伴う国等の情報収集 

②他市町村の使用料及び各種証明手数料の情

報収集 

 

・使用料及び各種証明手数料

の見直し 

・石川管内・近隣町村・こお

りやま広域圏構成市町村に

ついて情報収集の実施 

 各種使用料・手数料等の具体的な見直し 検討委員会等での結果を反映

し決定 

 

（２）用地取得による登記申請事務について 

①経過と現状 

 会計年度任用職員を年度毎に採用して登記事務を継続しています。それでも未登

記物件の解消までには至っていません。 

②取組み項目 

村が取得した土地の未登記分については、引き続き、会計年度任用職員等を採用

して取組みます。 

また、困難な案件については、専門的知識を有する民間事業者の活用により、効

率的な未登記物件の登記を進めます。 
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年度 事業 備考 

令和３年度か

ら 

会計年度任用職員等を採用して、登記事務を

継続実施 

専門的知識を有する民間事業者の活用 

事務方法の改善検討 

 

 

 

担当課内で実施 

 

（３）公共工事について 

①経過と現状 

「費用対効果、土地利用計画を考慮し、補助事業を有効に活用しながら計画し、

実施にあたっては、関係機関と十分協議し、コストの縮減と二重投資防止に努め

る。」ことを心掛け推進してきました。（参照：「第６次大綱の取組・検証結果」） 

②取組み項目 

 既存施設にあっては、「玉川村公共施設等総合管理計画」「個別施設計画」「公営

住宅等長寿命化計画」等の各種計画に沿った管理運営に努め、新たな公共工事につ

いては、引き続き費用対効果、土地利用計画を考慮しながら、「民間資金等の活用

による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI 法）」に基づき、ＰＦＩの活

用方法等について検討を行います。 

年度 事業 備考 

令和３年度か

ら 

必要な公共工事等の継続実施 

 

事業方法の改善や検討 

①「民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律（PFI法）」 

②事例研究など 

専門的知識を有する職員等の採用検討 

各種計画に基づく既存施設の

維持管理含む 

担当課内で実施 

活用方法等の検討 

 

国による専門人材派遣等事業

による人材も含む 

 

（４）税及び使用料等収納の向上について  

①経過と現状 

滞納対策本部を設置し、収納対策の共通認識の上で収納率向上に努めてきました。

また、長期滞納者、高額の滞納者等については、差押えや民事訴訟等の法的手段を
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行使し債権の回収に努めました。 

嘱託の税徴収員（専門員）の雇用検討、債権管理条例の策定検討までには至って

おりません。 

②取組み項目 

 継続実施を基本とし、滞納対策本部において、税徴収員（専門員）の雇用検討、

債権管理条例制定の検討を行います。 

 また、県との併任による地方税の徴収支援の検討を行います。 

年度 事業 備考 

令和３年度か

ら 

滞納対策本部において、税徴収員（専門員）

の雇用検討、債権管理条例制定、県との併任

による地方税徴収支援の検討 

 

 

（５）上水道使用料と農業集落排水使用料について 

①経過と現状 

 H28～R2 期間中において、使用料の見直し調査・検討を行い、平成 31 年度に消

費税の改定と同時期に見直しを実施しました。 

②取組み項目 

 使用料金の改定シミュレーションについては、玉川地区供用開始後に検討します。 

農業集落排水事業の法適用化に伴い、上水道・下水道事業の条例を１本化すると

ともに、使用料徴収システム等も統一することを検討します。 

年度 使用料に関する事業 備考 

令和３年度

から 

①使用料の見直し等に関する情報収集 

②上水道・下水道事業の条例を１本化 

③使用料徴収システム等統一検討 

必要により検討委員会の設置 

令和５年度

から 

玉川地区一部供用開始  

令和６年度

から 

使用料金改定シミュレーション  
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（６）組織の見直し 

 複雑高度化する住民ニーズに適時的確に対応し、質の高い行政サービスを提供し

ていくために時代を先取りし、柔軟に組織の見直しを行います。 

<第６次行政改革大綱期間における主な組織の見直し> 

年度 見直しの内容 備考 

平成 28年度 「認定こども園たまかわクックの森」設置に

伴う職員派遣 

総務課付け社会福祉協議会派

遣 

平成 30年度 産業振興課「地域・農業振興係」から「農業

振興係」・「農政係」へ 

係名の変更 

令和２年度 令和３年度組織見直しに向けての検討 

・総務課に「生活安全係」を移管 

・「企画政策課」を新設 

・住民課と税務課を「住民税務課」に統合 

・住民税務課に「国民健康保険税係」を新設 

・産業振興課に「農林土木係」を移管 

・教育委員会に「子ども子育て係」を新設 

・公民館に「生涯学習係」を移管 

総合的な組織見直し 

※令和３年度 ・須釜支所を廃止し、「須釜行政センター」開設 

       ・地域整備課内に「遊水地対策室」設置 

 

（７）処務規程の専決事項や文書取扱規程、財務規則等の見直し 

①経過と現状 

 第６次玉川村行政改革大綱の期間内での処務規程、財務規則等の見直しは実施で

きませんでした。文書管理については、適正化の現状調査を令和２年度に実施し、

今後は文書管理規程の作成や文書管理システム導入の必要性が確認されました。 

②取組み項目 

 処務規程、財務規則等は、「計画」や「事業等見直し方針」等の制定や改定に合

わせた形で、実態に応じた見直しを実施します。 

 また、文書管理については、「脱ハンコ社会実現」「デジタル化」等に伴い、既存

の規定等に拘らずに、期間内に大幅な見直しを行います。 
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年度 事業 備考 

令和３年度から ①行財政改革大綱の推進 

②組織見直しの考え方の推進 

③定員適正化計画の推進 

④大綱等の推進、決裁済区分の見直しに伴う規則等

の変更 

⑤文書規程改定案作成 職員研修会の開催 

⑥国の脱ハンコ社会・デジタル化等に対する情報収

集及び対応検討 

 

令和４年度から ①文書管理システム化導入 

②システム統一化に向けた取組強化 

 

 

（８）任意組織・任意団体等の整理統合について 

実績報告書の内容を調査し、目的が達成された事業、効果のあがらない事業へ

の村からの補助金交付の縮小・廃止も含め、組織等の公共的必要性を鑑みて、整

理統合・解散等を行うよう指導していきます。 

 

２．新規取組 

（１）決裁区分・方法の改善について 

①現状 

組織において、物事を決定していくためには、企画書あるいは発議書を起案し、

最終決定権者まで決裁を受けるという過程が一般的であり、玉川村の文書決裁過程

においても、必要性の如何にかかわらず、村長・副村長・課長・課長補佐・係長と

決裁を受けなくてはならず、このような決裁の仕組みは、より多くの職員等が、そ

れぞれの見識から意見を付与する機会を得ることができ、あるいは情報を決裁の過

程で共有することが期待できるなどの利点を持ち合わせています。 

  一方で、意思決定までの過程が長いこと、またそのことにより適切な時期の業

務執行に支障をきたす恐れがあること、さらに責任の所在が不明瞭になるという弊

害があります。 

また、村役場の業務は年々増加しており、少数精鋭により住民サービスを低下さ
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せず対応するためには、迅速な意思決定が必要となります。専決事項の権限見直し

や適切な情報共有により、過度に時間がかかる意思決定の仕組みは見直されるべき

ものです。 

②取組み項目 

 「玉川村処務規程」第 10 条の遵守はもとより、意思決定過程と情報共有過程の

分化を行った上で、決裁区分の見直し、玉川村処務規程第 10 条別表の改定を行い

ます。 

 

年度 事業 備考 

令和３年度

から 

①職員研修等による「玉川村処務規程」の遵守 

②意思決定過程と情報共有過程の分化 

意思決定過程＝発議・決裁 

情報共有過程（※）＝事前相談・連絡 

③決裁区分の見直しの検討を事務改善委員会及

び各課に於いて検討 

④別表の改定 

⑤事務改善委員会等での、電子決裁等について

の研究・検討開始 

事務改善委員会と情報化推進

委員会での検討事項が重複す

るところが多いので、同時開

催や情報化推進委員会を事務

改善委員会の部会とするなど

検討する。 

 

※情報共有過程＝事前相談・連絡については、紙媒体での記載に限らず、口頭・メール・電子データ等でも可 

 

（２）職員等への文書回覧方法の改善について 

①現状 

外部・内部文書に関わらず回覧方法は同一であり、必要性の如何に関わらず、村

長・副村長・課長・課長補佐・係長・課員と回覧している状況がある。 

このような回覧の仕組みについては、より多くの職員等が情報を共有することが

期待できるなどの利点を持ち合わせている。一方で、回覧終了までの過程が長いこ

と、またそのことにより適切な時期の業務執行に支障をきたす恐れがあること、さ

らには、紙媒体での回覧のため、文書自体の紛失の恐れがあることといった弊害が

あります。 
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②取組み項目 

 各課長又は文書取扱主任（玉川村文書管理規定第 5条に定める文書取扱主任）が、

通知等の宛先・通知事項の重要性により、村長・副村長への回覧の有無を判断する

ことはもとより、村長回覧の文書等については、先に各課長又は文書取扱主任が文

書等の内容を確認してから回覧することとします。 

書簡等についても上記取組を実施します。 

年度 事業 備考 

令和３年度

から 

①各課長又は文書取扱主任が文書等の内容を確認して

から「村長回覧」とする。 

 

必要により情報共有

を意識し事前相談・連

絡を行う。 

令和４年度

から 

①事務改善委員会等での、紙媒体での回覧廃止の手法

等についての研究・検討開始 

②玉川村文書取扱規程の改正（文書の保存年限等） 

 

 

（３）発議書の書き方等の改善について 

①現状 

 職員個々人により、発議書に記載する内容の相違・無記載箇所等が見られます。

これは、記載方法や発議の意味、発議による情報の共有、責任の分担などを職員

へ指導する機会がなかったこと、職場での先輩から後輩への口伝による指導に頼

ってきたことが原因であると考えられます。  

②取組み項目 

新採用職員を中心に、事務に係る基本的な研修機会を設けます。 

発議書の記載に関しては、全職員を対象に「起案理由」、「根拠法令・条例」の記

載は当然のことながら、本来は「別紙」を添付しなくとも、発議書裏面に全ての通

知事項等を記載することが正しい記載方法であること等を理解させ、本来の発議書

の意義等を研修させる機会を設けます。 

 一方、デジタル化に伴い、発議自体のあり方を見直す時期に差し掛かっている現

状も踏まえて、国・県等の動向を注視しながら調査研究します。 
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年度 事業 備考 

令和３年度

から 

①「起案理由」、「根拠法令・条例」の記載例等の提示  

令和４年度

から 

①事務改善委員会等での、新しい決裁方法等についての研

究・検討開始 

②研修機会の提供 研修会の実施 

 

 

（４）振興計画・総合戦略の PDCA方式による評価検証の方法及び予算等に係る運

営方針や実施事業計画等の作成方法について 

①現状 

 毎年度、予算編成のための運営方針、組織目標の策定を行い、事務事業執行後に、

事業成果・状況等の確認のために、各課で各種帳票作成をしています。しかし、こ

れらが事務負担となっている現状があります。様式やヒアリングの機会等を統合で

きるものは統合し、負担の軽減を図ってきましたが、更なる検討が必要です。 

 また、次年度予算編成に向けた、サマーレビュー（夏時期から政策の方向性や主

要事業の課題等を検討）等の実施を検討します。 

月 事業 備考 

７月 次年度予算編成に向けた検討を依頼 期間：20日間前後 

８月 ①振興計画・総合戦略評価シート作成依頼 

 

期間：20日間前後 

前年度の施策事業

管理 

９月 行財政大綱進捗管理 調書シート作成依頼 

事務改善委員会の開催など 

期間：10日間前後 

 

10月 ①中期財政計画シート作成依頼 

②振興計画・総合戦略評価ヒアリングと中期財政計画ヒ

アリング 

期間：14日間前後 

 

10月下旬 

12月 ①予算編成説明会 

②次年度運営方針と組織目標作成 

③予算要求書作成開始 

 

期間：14日間前後 
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②取組み項目 

 行政の事務執行上や村民への説明責任等のため必要な書類作成作業であります。

今後も継続して行いますが、これらについては、データ作成によるペーパレス化、 

様式の簡素化等、職員からの提案等を受け入れ柔軟に改善していきます。 

 

（５）事務事業マニュアル・引継書の作成について 

①現状 

 事務事業マニュアル・引継書の作成については、各課・係、担当職員に任せられ

ており、任意の方法により、それぞれの考え方によって作成されています。 

②取組み内容 

 必要により、事務事業マニュアル・引継書の作成の仕方などの詳細を示したマニ

ュアル作成を行います。 

【事務事業マニュアル作成のポイント】 

適切な事務事業マニュアルの作成は、業務品質の向上・スピードアップ、業務の

効率化に大きく貢献します。また、マニュアルを作成する過程で、業務標準化・業

務改善を同時に進めることができます。さらに最近では、知識伝承の観点からも業

務マニュアルは注目されています。 

 

（６）一般質問・議会答弁の職員への提示について 

①現状 

 村ホームページでの会議録の公開はされていますが、議会開催から３ケ月後の公

開となっています。 

また、職員向けの会議録等の提示は行っていません。 

②取組み項目 

 職員へは、振興計画に則った事務事業執行や通常業務の参考、職員の意識向上等

を目的に、議会終了後、直ちに提示することにします。 

 

（７）現場主義の重視 

 常に現場の状況確認や村民の意見等を直接聴くなど、現場主義を徹底することで、

その実情やニーズを適時・適確に把握し、業務遂行を図ることにより、必要とされ
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る質の高い行政サービスの提供を行い、生活環境の向上につなげていきます。 

 

３．事務事業の「廃止」・「縮小」・「統合」・「進め方」の見直し 

（１）事務事業の見直しの考え方 

複雑多様化する行政需要に対応するため、各課における既定の事務事業について

絶えず「やり方の改善」等の見直しを行い、限られた資源の有効活用を図るととも

に、効率的かつ効果的な事業の実施に努めます。 

事業目的や内容を常に明確にし、事務事業の必要性、有効性、公平性、緊急性等

を勘案し、行政が行うべき事業かどうかを判断した上で、成果を重視した効果的な

予算の執行を図っていきます。 

 

（２）事務事業の見直しの調整・進行管理 

各課において、「達成状況の把握」と「個々の事業における実績と効果」につい

て、各事業の評価・分析を行ったうえで、課題等の洗い出しと課題等に対する解決

策を盛り込んだ「見直し案」を作成し、「振興計画の評価ヒアリング」時に事務事

業の再編整理・一元化等の調整を行うとともに、事務改善委員会において進行管理

を行います。 

また、村民に直接的に影響のある事務事業の見直しにあっては、村民の意見や提

案を聞いた上で、「玉川村行財政改革推進本部」で決定します。 

 

４．その他 

 「玉川村職員提案規程」等に基づく、事務処理の改善、村民に対するサービスの

向上、経費の節減、収入の増加、執務環境の改善、その他自由提案などについては、

随時、事務改善委員会等で検討・改善・見直しをしていきます。 

 

 

 

 

 


